
 

 

生食発 0526 第１号  

令和５年５月 26 日  

 

   都道府県知事   

各 保健所設置市長  殿 

   特 別 区 長 

 

 

厚 生 労 働 省 大 臣 官 房 

生活衛生・食品安全審議官 

（公  印  省  略）   

 

「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」の 

公布について（通知） 

 

 「生活衛生等関係行政の機能強化のための関係法律の整備に関する法律」（令

和５年法律第 36 号）については、本年５月 19 日に国会で可決・成立し、本日

公布されたところです。 

 この法律は、食品衛生基準行政を厚生労働省から消費者庁へ、水道整備・管理

行政を厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管することを主な内容とする

ものですが、改正の趣旨及び内容等の詳細は別紙のとおりですので、御了知の

上、貴管下市町村、関係団体、関係機関等へ周知いただきますようお願いいたし

ます。 

 この法律の施行日は令和６年４月１日（一部は公布の日）であり、今後、施行

に向けて、政省令の改正等の必要な措置を進めていくこととしております。 

 なお、本通知の写しを別記の関係団体等あてに送付しますので、念のため、申

し添えます。 
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生
活
衛
生
等
関
係
行
政
の
機
能
強
化
の
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
に
関
す
る
法
律
の
概
要

改
正
の
趣
旨

改
正
の
概
要

令
和
６
年
４
月
１
日

施
行
期
日

生
活
衛
生
等
関
係
行
政
の
機
能
強
化
を
図
る
た
め
、
食
品
衛
生
法
に
よ
る
食
品
衛
生
基
準
に
関
す
る
権
限
を
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
に
、
水
道
法
等

に
よ
る
権
限
を
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
移
管
す
る
と
と
も
に
、
関
係
審
議
会
の
新
設
及
び
所
掌
事
務
の
見
直
し
を
行
う
。

１
．
食
品
衛
生
基
準
行
政
の
機
能
強
化
【
食
品
衛
生
法
】

①
食
品
等
の
規
格
基
準
の
策
定
そ
の
他
の
食
品
衛
生
基
準
行
政
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
つ
つ
、
食
品
の
安
全
性
の
確
保
を
図
る

上
で
必
要
な
環
境
の
総
合
的
な
整
備
に
関
す
る
事
項
の
総
合
調
整
等
に
係
る
事
務
と
一
体
的
に
行
う
観
点
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
内
閣
総
理
大
臣
（
消
費

者
庁
）
に
移
管
す
る
。

②
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
の
調
査
審
議
事
項
の
う
ち
、
食
品
衛
生
法
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
せ
ら
れ
た
事
項
で
あ
っ
て
厚
生
労
働
大
臣
が
引
き
続

き
事
務
を
行
う
も
の
（
食
品
衛
生
監
視
行
政
）
に
関
し
て
は
、
厚
生
科
学
審
議
会
に
移
管
す
る
。

２
．
水
道
整
備
・
管
理
行
政
の
機
能
強
化

【
水
道
法
、
水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
法
律
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
、
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
】

①
水
道
に
関
す
る
水
質
基
準
の
策
定
そ
の
他
の
水
道
整
備
・
管
理
行
政
で
あ
っ
て
水
質
又
は
衛
生
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
、
環
境
の
保
全
と
し
て
の
公
衆

衛
生
の
向
上
及
び
増
進
に
関
す
る
専
門
的
な
知
見
等
を
活
用
す
る
観
点
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
環
境
大
臣
に
移
管
す
る
。

②
水
道
整
備
・
管
理
行
政
で
あ
っ
て
①
に
掲
げ
る
事
務
以
外
の
事
務
に
つ
い
て
、
社
会
資
本
の
整
合
的
な
整
備
に
関
す
る
知
見
等
の
活
用
に
よ
る
水
道
の
基

盤
の
強
化
等
の
観
点
か
ら
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
国
土
交
通
大
臣
に
移
管
す
る
と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
一
部
を
国
土
交
通
省
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開

発
局
長
に
委
任
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

③
災
害
対
応
の
強
化
や
他
の
社
会
資
本
と
一
体
と
な
っ
た
効
率
的
か
つ
計
画
的
な
整
備
等
を
促
進
す
る
た
め
、
水
道
を
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費

国
庫
負
担
法
及
び
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
の
対
象
施
設
に
加
え
る
。

３
．
所
掌
事
務
等
の
見
直
し
【
厚
生
労
働
省
設
置
法
、
国
土
交
通
省
設
置
法
、
環
境
省
設
置
法
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
】

①
厚
生
労
働
省
、
国
土
交
通
省
、
環
境
省
及
び
消
費
者
庁
の
所
掌
事
務
並
び
に
関
係
審
議
会
の
調
査
審
議
事
項
に
係
る
規
定
に
つ
い
て
所
要
の
見
直
し
を
行

う
。

②
国
土
交
通
省
地
方
整
備
局
及
び
北
海
道
開
発
局
の
業
務
規
定
の
整
備
を
行
う
。

③
食
品
等
の
規
格
基
準
の
策
定
そ
の
他
の
食
品
衛
生
基
準
行
政
に
関
す
る
事
務
の
調
査
審
議
を
行
う
審
議
会
（
食
品
衛
生
基
準
審
議
会
）
を
消
費
者
庁
に
設

置
す
る
。

等
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消
費
者
庁

（
食
品
安
全
行
政
の
総
合
調
整
）

消
費
者
庁

（
食
品
安
全
行
政
の
総
合
調
整
）

食
品
衛
生
基
準
行
政
の
機
能
強
化

①

■
食
品
安
全
行
政
の
司
令
塔
機
能
を
担
う
消
費
者
庁
に
、
厚
生
労
働
省
が
所
管
し
て
い
る
食
品
衛
生
に
関
す
る
規
格
基
準
の
策
定
等
（
食
品
衛
生
基
準
行
政
）
を

移
管
す
る
こ
と
で
、
食
品
衛
生
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
安
全
を
確
保
し
、
消
費
者
利
益
の
更
な
る
増
進
を
図
る
。

■
こ
れ
に
よ
り
、
①
科
学
的
知
見
に
裏
打
ち
さ
れ
た
食
品
安
全
に
関
す
る
啓
発
の
推
進
、
②
販
売
現
場
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
や
消
費
者
行
動
等
を
規
格
・
基
準
策
定

の
議
論
に
タ
イ
ム
リ
ー
に
反
映
さ
せ
る
こ
と
、
③
国
際
食
品
基
準
（
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
）
に
お
け
る
国
際
的
な
議
論
に
消
費
者
庁
が
一
体
的
に
参
画
す
る
こ
と
が

可
能
と
な
る
。

改
正
の
背
景

【
リ
ス
ク
評
価
】

・
リ
ス
ク
（
食
品
を
食
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
有
害
な
要
因
が
人
の
健
康
に
及
ぼ
す
悪
影
響
の
発
生
確
率
と
程
度
）
を
科
学
的
知
見
に
基
づ
い
て
客
観
的
か
つ
中
立
公
正
に
評
価

【
リ
ス
ク
管
理
】

・
農
薬
の
使
用
基
準
の
策
定

・
飼
料
の
規
格
・
基
準
の
策
定

農
薬
取
締
法
、
飼
料
安
全
法

等

農
林
水
産
省

【
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
】

・
食
品
の
安
全
性
に
関
す
る
情
報
の
公
開

・
消
費
者
等
の
関
係
者
が
意
見
表
明
す
る
機
会
の
確
保

・
食
品
衛
生
に
関
す
る
規
格
・
基
準
の
策
定

・
規
格
・
基
準
が
守
ら
れ
て
い
る
か
の
監
視

食
品
衛
生
法

等

厚
生
労
働
省

移
管

【
食
品
の
安
全
を
守
る
仕
組
み
】

■
平
成
1
5
年
に
制
定
さ
れ
た
食
品
安
全
基
本
法
に
基
づ
き
「
リ
ス
ク
分
析
」
の
手
法
を
導
入
。

⇒
食
品
安
全
委
員
会
に
よ
る
「
リ
ス
ク
評
価
」
を
踏
ま
え
、
厚
生
労
働
省
等
（
※
）
の
リ
ス
ク
管
理
機
関
が
「
リ
ス
ク
管
理
」
と
「
リ
ス
ク
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
を
実
施
。

■
消
費
者
庁
は
、
食
品
安
全
行
政
の
総
合
調
整
を
担
う
位
置
付
け
。

■
こ
れ
に
よ
り
、
科
学
的
見
地
か
ら
食
品
の
安
全
を
確
保
。

※
厚
生
労
働
省
の
ほ
か
、
農
林
水
産
省
、
環
境
省
等

消
費
者
庁

（
食
品
安
全
行
政
の
総
合
調
整
）

食
品
安
全
委
員
会

※
こ
う
し
た
方
針
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
決
定
（
令
和
４
年
９
月
２
日
）
で
示
さ
れ
て
い
る
。
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食
品
衛
生
基
準
行
政
の
機
能
強
化

②

食
品
衛
生
基
準
行
政

食
品
衛
生
監
視
行
政

事
務
の
具
体
例

■
食
品
添
加
物
の
指
定
や
、
成
分
、
製
造
方
法
等
の
規
格
基
準
の
策
定

■
残
留
農
薬
、
放
射
性
物
質
等
の
食
品
の
規
格
基
準
の
策
定

■
不
衛
生
食
品
等
の
販
売
等
の
禁
止

■
規
格
基
準
に
違
反
す
る
食
品
等
の
取
締
り

■
営
業
施
設
の
衛
生
管
理
等
の
規
制
・
監
視
指
導

所
管

【
現
行
】
厚
生
労
働
大
臣

【
改
正
後
】
内
閣
総
理
大
臣
（
消
費
者
庁
）

【
現
行
】
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
（
厚
生
労
働
省
）

【
改
正
後
】
食
品
衛
生
基
準
審
議
会
（
消
費
者
庁
に
設
置
）

厚
生
労
働
大
臣
（
※
１
）

【
現
行
】
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
（
厚
生
労
働
省
）

【
改
正
後
】
厚
生
科
学
審
議
会
（
厚
生
労
働
省
）

■
厚
生
労
働
大
臣
及
び
内
閣
総
理
大
臣
は
、
飲
食
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
防
止
の
た
め
、
相
互
の
密
接
な
連
携
の
確
保
に
努
め
る
。

・
厚
生
労
働
大
臣
は
特
定
の
食
品
の
販
売
の
禁
止
等
に
当
た
り
、
内
閣
総
理
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
内
閣
総
理
大
臣
は
食
品
等
の
規
格
基
準
等
の
策
定
に
当
た
り
、
厚
生
労
働
大
臣
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
厚
生
労
働
大
臣
は
内
閣
総
理
大
臣
に
対
し
、
食
品
等
の
規
格
基
準
等
の
策
定
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
内
閣
総
理
大
臣
は
厚
生
労
働
大
臣
に
対
し
、
特
定
の
食
品
の
販
売
の
禁
止
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

改
正
の
内
容

①
食
品
衛
生
法
等
の
改
正

⑴
厚
生
労
働
大
臣
の
権
限
に
属
す
る
事
項
の
う
ち
、
食
品
衛
生
基
準
行
政
に
係
る
も
の
を
、
内
閣
総
理
大
臣
の
権
限
と
す
る
。

⑵
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
（
厚
生
労
働
省
）
へ
の
意
見
聴
取
事
項
の
う
ち
、
食
品
衛
生
基
準
行
政
に
係
る
も
の
は
、
消
費
者
庁
に
設
置
す
る
食
品
衛
生
基
準

審
議
会
へ
の
意
見
聴
取
事
項
と
す
る
と
と
も
に
、
食
品
衛
生
監
視
行
政
に
係
る
も
の
は
、
厚
生
労
働
省
の
厚
生
科
学
審
議
会
へ
の
意
見
聴
取
事
項
と
す
る
。

⑶
食
品
衛
生
基
準
行
政
を
担
う
内
閣
総
理
大
臣
と
、
食
品
衛
生
監
視
行
政
を
担
う
厚
生
労
働
大
臣
の
連
携
規
定
を
設
け
る
。

②
厚
生
労
働
省
設
置
法
、
消
費
者
庁
及
び
消
費
者
委
員
会
設
置
法
の
改
正

○
厚
生
労
働
省
及
び
消
費
者
庁
の
所
掌
事
務
、
関
係
審
議
会
の
調
査
審
議
事
項
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
①
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
。

※
１

食
品
衛
生
監
視
行
政
に
つ
い
て
は
、
不
衛
生
食
品
等
の
販
売
等
の
取
締
り
や
営
業
施
設
の
衛
生
管
理
等
の
規
制
・
監
視
指
導
、
食
中
毒
発
生
時
の
原
因
究
明
・
更
な
る
健
康
被
害
の
発
生
の
防
止
等
を

担
う
も
の
で
あ
り
、
引
き
続
き
、
感
染
症
対
策
や
健
康
危
機
管
理
対
策
を
所
掌
す
る
厚
生
労
働
省
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
と
一
体
的
に
対
応
す
る
。

※
２

食
品
衛
生
基
準
行
政
に
関
す
る
調
査
審
議
は
、
消
費
者
庁
に
設
置
さ
れ
る
食
品
衛
生
基
準
審
議
会
に
移
管
し
、
移
管
後
も
引
き
続
き
、
科
学
的
知
見
に
裏
打
ち
さ
れ
た
規
格
基
準
の
設
定
等
の
担
保
を

図
る
。
な
お
、
薬
事
・
食
品
衛
生
審
議
会
に
つ
い
て
は
、
薬
事
審
議
会
に
改
組
す
る
。

※
３

食
品
衛
生
監
視
行
政
に
関
す
る
調
査
審
議
は
、
厚
生
科
学
審
議
会
に
移
管
し
、
健
康
危
機
管
理
対
策
と
の
一
体
的
な
対
応
を
よ
り
一
層
推
進
す
る
。

赤
字
：
改
正
事
項

（
※
２
）

（
※
３
）

食
品
衛
生
行
政
の

円
滑
な
実
施

厚
生
労
働
大
臣
と

内
閣
総
理
大
臣
の
連
携
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水
道
整
備
・
管
理
行
政
の
機
能
強
化

①

改
正
の
背
景

※
１

水
道
の
管
路
の
経
年
化
率
・
更
新
率
の
推
移

■
管
路
経
年
化
率
(%
)

法
定
耐
用
年
数
を
超
え
た
管
路
延
長
÷
管
路
総
延
長
×

10
0

年
々
、
経
年
化
率
が
上
昇

■
管
路
更
新
率
(%
)

更
新
さ
れ
た
管
路
延
長
÷
管
路
総
延
長
×

10
0

年
々
、
更
新
率
が
低
下
し
、
近
年
は
横
ば
い

※
２

水
道
施
設
の
耐
震
化
率

※
３

近
年
の
自
然
災
害
に
よ
る
水
道
の
被
害
状
況

主
な
地
震
に
よ
る
被
害

主
な
大
雨
等
に
よ
る
被
害

※
こ
う
し
た
方
針
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
決
定
（
令
和
４
年
９
月
２
日
）
で
示
さ
れ
て
い
る
。

■
近
年
の
水
道
整
備
・
管
理
行
政
で
は
、
人
口
減
少
社
会
の
到
来
に
伴
う
水
道
事
業
者
の
経
営
環
境
の
悪
化
、
水
道
施
設
の
老
朽
化
（
※
１
）
や
耐
震
化
（
※
２
）

へ
の
対
応
、
災
害
発
生
時
の
断
水
（
※
３
）
へ
の
迅
速
な
対
応
等
の
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
が
強
く
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

■
社
会
資
本
整
備
や
災
害
対
応
に
関
す
る
専
門
的
な
能
力
・
知
見
を
有
す
る
国
土
交
通
省
に
、
厚
生
労
働
省
が
所
管
し
て
い
る
水
道
整
備
・
管
理
行
政
を
移
管
し
、

国
土
交
通
省
が
、
層
の
厚
い
地
方
支
分
部
局
を
活
用
し
つ
つ
、
下
水
道
等
の
他
の
社
会
資
本
と
一
体
的
な
整
備
等
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
水
道
整
備
・
管
理
行
政

の
機
能
強
化
を
図
る
。

■
ま
た
、
水
質
基
準
の
策
定
等
に
つ
い
て
は
、
河
川
等
の
環
境
中
の
水
質
に
関
す
る
専
門
的
な
能
力
・
知
見
を
有
す
る
環
境
省
に
移
管
す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
質
管

理
に
関
す
る
調
査
・
研
究
の
充
実
等
、
水
質
や
衛
生
の
面
で
も
機
能
強
化
を
図
る
。
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水
道
整
備
・
管
理
行
政
の
機
能
強
化

②

①
水
道
法
、
水
道
原
水
水
質
保
全
事
業
の
実
施
の
促
進
に
関
す
る
法
律
、
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
、
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画

法
等
の
改
正

⑴
水
道
に
関
す
る
水
質
基
準
の
策
定
等
、
水
質
又
は
衛
生
に
関
す
る
水
道
行
政
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
環
境
大
臣
（
※
１
）
に
移
管
す
る
。

⑵
⑴
以
外
の
水
道
行
政
に
係
る
事
務
に
つ
い
て
、
厚
生
労
働
大
臣
か
ら
国
土
交
通
大
臣
に
移
管
す
る
（
※
２
）
と
と
も
に
、
当
該
事
務
の
一
部
を
国
土
交
通
省
地
方
整
備

局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
に
委
任
で
き
る
こ
と
と
す
る
。

⑶
水
道
整
備
・
管
理
行
政
に
つ
い
て
、
国
土
交
通
大
臣
と
環
境
大
臣
の
連
携
規
定
を
設
け
る
。

⑷
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業
費
国
庫
負
担
法
（
※
３
）
及
び
社
会
資
本
整
備
重
点
計
画
法
の
対
象
施
設
に
水
道
を
加
え
る
。

②
厚
生
労
働
省
設
置
法
、
国
土
交
通
省
設
置
法
及
び
環
境
省
設
置
法
の
改
正

○
厚
生
労
働
省
、
国
土
交
通
省
及
び
環
境
省
の
所
掌
事
務
に
関
す
る
規
定
に
つ
い
て
、
①
の
改
正
に
伴
う
所
要
の
整
備
を
行
う
。

改
正
の
内
容

水
道
整
備
・
管
理
行
政
（
右
記
以
外
）

水
質
又
は
衛
生
に
関
す
る
水
道
行
政

事
務
の
具
体
例

■
水
道
基
盤
の
強
化
の
た
め
の
基
本
方
針
の
策
定

■
水
道
事
業
等
の
認
可
、
改
善
指
示
、
報
告
徴
収
・
立
入
検
査

■
水
質
基
準
の
策
定

■
水
道
事
業
者
が
実
施
す
る
水
質
検
査
の
方
法
の
策
定

所
管

【
現
行
】
厚
生
労
働
大
臣

【
改
正
後
】
国
土
交
通
大
臣
（
※
）

※
地
方
整
備
局
長
又
は
北
海
道
開
発
局
長
へ
の
委
任
が
可
能

【
現
行
】
厚
生
労
働
大
臣

【
改
正
後
】
環
境
大
臣

■
国
土
交
通
大
臣
及
び
環
境
大
臣
は
、
水
道
に
起
因
す
る
衛
生
上
の
危
害
の
発
生
防
止
の
た
め
、
相
互
の
密
接
な
連
携
の
確
保
に
努
め
る
。

・
国
土
交
通
大
臣
は
国
土
交
通
省
令
の
制
定
等
に
当
た
り
、
環
境
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
環
境
大
臣
は
環
境
省
令
の
制
定
等
に
当
た
り
、
国
土
交
通
大
臣
の
意
見
を
聴
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
国
土
交
通
大
臣
は
環
境
大
臣
に
対
し
、
環
境
省
令
の
制
定
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
環
境
大
臣
は
国
土
交
通
大
臣
に
対
し
、
国
土
交
通
省
令
の
制
定
等
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

・
国
土
交
通
大
臣
は
環
境
大
臣
に
対
し
、
水
道
事
業
者
等
か
ら
の
届
出
の
内
容
を
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

赤
字
：
改
正
事
項

水
道
整
備
・
管
理

行
政
の
円
滑
な
実
施

国
土
交
通
大
臣
と

環
境
大
臣
の
連
携

※
１

環
境
大
臣
は
、
環
境
基
本
法
に
基
づ
き
河
川
・
湖
沼
・
海
域
等
の
水
質
汚
濁
に
関
す
る
環
境
基
準
を
科
学
的
知
見
に
基
づ
き
策
定
す
る
な
ど
、
水
環
境
の
保
全
に
向
け
た
総
合
的
な
施
策
を
担
っ
て
い
る
。

※
２

こ
れ
に
よ
り
、
施
設
整
備
や
下
水
道
運
営
、
災
害
対
応
に
関
す
る
国
土
交
通
省
の
知
見
等
を
活
か
す
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

※
３

こ
れ
に
よ
り
、
水
道
が
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
財
政
援
助
の
対
象
に
も
な
る
。
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（
参
考
）
関
連
す
る
政
府
の
決
定

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
踏
ま
え
た
次
の
感
染
症
危
機
に
備
え
る
た
め
の
対
応
の
方
向
性
（
令
和
４
年
６
月
1
7
日
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
決
定
）
（
抄
）

Ⅰ
次
の
感
染
症
危
機
に
対
応
す
る
政
府
の
司
令
塔
機
能
の
強
化

（
具
体
的
事
項
）

平
時

厚
生
労
働
省
に
お
け
る
平
時
か
ら
の
感
染
症
対
応
能
力
を
強
化
す
る
た
め
、
各
局
に
ま
た
が
る
感
染
症
対
応
・
危
機
管
理
に
関
係
す
る
課
室
を
統
合
し
た
新
た
な
組
織

と
し
て
「
感
染
症
対
策
部
（
仮
称
）
」
を
設
け
る
。
新
設
す
る
「
日
本
版
C
D
C
」
（
後
述
）
を
「
感
染
症
対
策
部
」
が
管
理
す
る
こ
と
と
し
、
平
時
か
ら
日
本
版
C
D
C

や
関
係
自
治
体
等
と
一
体
的
に
連
携
す
る
。
あ
わ
せ
て
、
生
活
衛
生
関
係
の
組
織
に
つ
い
て
、
一
部
業
務
の
他
府
省
庁
へ
の
移
管
を
含
め
た
所
要
の
見
直
し
を
行
う
。

○
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
関
す
る
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
踏
ま
え
た
次
の
感
染
症
危
機
に
備
え
る
た
め
の
対
応
の
具
体
策
（
令
和
４
年
９
月
２
日
新
型
コ
ロ

ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
本
部
決
定
）
（
抄
）

４
．
感
染
症
対
応
能
力
を
強
化
す
る
た
め
の
厚
生
労
働
省
の
組
織
の
見
直
し

（
３
）
生
活
衛
生
関
係
組
織
の
一
部
業
務
の
移
管

上
記
の
感
染
症
対
応
能
力
の
強
化
と
あ
わ
せ
て
、
厚
生
労
働
省
か
ら
、
食
品
衛
生
基
準
行
政
及
び
水
道
整
備
・
管
理
行
政
を
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
と
お
り
移
管
す
る
。

①
食
品
衛
生
基
準
行
政
の
消
費
者
庁
へ
の
移
管

食
品
安
全
行
政
の
司
令
塔
機
能
を
担
う
消
費
者
庁
が
、
食
品
衛
生
に
関
す
る
規
格
・
基
準
の
策
定
（
こ
れ
ま
で
厚
生
労
働
省
が
所
管
）
を
所
管
す
る
こ
と
で
、
食
品
衛

生
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
安
全
を
確
保
し
、
消
費
者
利
益
の
更
な
る
増
進
を
図
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
科
学
的
知
見
に
裏
打
ち
さ
れ
た
食
品
安
全
に
関
す
る
啓
発
の
推
進
や
、
販
売
現
場
に
お
け
る
ニ
ー
ズ
等
の
規
格
・
基
準
策
定
に
係
る
議
論
へ
の
タ
イ
ム

リ
ー
な
反
映
が
可
能
と
な
る
ほ
か
、
国
際
食
品
基
準
（
コ
ー
デ
ッ
ク
ス
）
に
お
け
る
国
際
的
な
議
論
に
つ
い
て
、
消
費
者
庁
が
一
体
的
に
参
画
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

②
水
道
整
備
・
管
理
行
政
の
国
土
交
通
省
及
び
環
境
省
へ
の
移
管

水
道
整
備
・
管
理
行
政
に
お
け
る
現
下
の
課
題
で
あ
る
、
水
道
事
業
の
経
営
基
盤
強
化
、
老
朽
化
や
耐
震
化
へ
の
対
応
、
災
害
発
生
時
に
お
け
る
早
急
な
復
旧
支
援
、

渇
水
へ
の
対
応
等
に
対
し
、
国
土
交
通
省
が
、
施
設
整
備
や
下
水
道
運
営
、
災
害
対
応
に
関
す
る
能
力
・
知
見
や
、
層
の
厚
い
地
方
組
織
を
活
用
し
、
水
道
整
備
・
管
理

行
政
を
一
元
的
に
担
当
す
る
こ
と
で
、
そ
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
一
層
の
向
上
を
図
る
。

さ
ら
に
、
環
境
省
が
、
安
全
・
安
心
に
関
す
る
専
門
的
な
能
力
・
知
見
に
基
づ
き
、
水
質
基
準
の
策
定
を
担
う
ほ
か
、
水
質
・
衛
生
に
か
か
わ
る
一
部
の
業
務
に
つ
い

て
、
国
土
交
通
省
の
協
議
に
応
じ
る
な
ど
、
必
要
な
協
力
を
行
う
こ
と
で
、
国
民
の
水
道
に
対
す
る
安
全
・
安
心
を
よ
り
高
め
る
。

（
４
）
上
記
（
１
）
～
（
３
）
に
つ
い
て
は
、
次
期
通
常
国
会
に
必
要
な
法
律
案
を
提
出
し
、
（
１
）
（
３
）
に
つ
い
て
は
令
和
６
年
度
の
施
行
、
（
２
）
に
つ
い
て
は
令
和

７
年
度
以
降
の
設
置
を
目
指
す
（
感
染
症
等
に
関
す
る
科
学
的
知
見
の
基
盤
整
備
は
、
感
染
症
法
等
の
改
正
も
反
映
さ
せ
つ
つ
早
期
に
取
り
組
む
。
）
。
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別記 関係団体等 

 

一般社団法人日本添加物協会 

公益財団法人日本健康・栄養食品協会 

公益社団法人日本医師会 

公益社団法人日本薬剤師会 

公益社団法人日本栄養士会 

公益社団法人日本獣医師会 

公益社団法人日本食品衛生協会 

一般財団法人食品産業センター 

公益社団法人日本水道協会 

全国簡易水道協議会 

一般社団法人日本水道工業団体連合会 

公益財団法人水道技術研究センター 

全国管工事業協同組合連合会 

公益財団法人給水工事技術振興財団 

全日本水道労働組合 

一般社団法人全国給水衛生検査協会 

公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会 

独立行政法人水資源機構 

厚生労働大臣認可水道事業者 

厚生労働大臣認可水道用水供給事業者 

登録水質検査機関 

登録簡易専用水道検査機関 




